
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○実施内容：医師、言語聴覚士、臨床心理士による専門的な相談 

 

○日 程： 

２０２５年 ４月２１日（月） ２０２５年 １０月２７日（月） 

      ５月２６日（月）       １１月１７日（月）  

      ６月２３日（月） １２月２２日（月） 

      ７月２８日（月） ２０２６年 １月２６日（月）    

８月２５日（月）       ２月１６日（月） 

９月２９日(月)       ３月２３日（月） 

 

○時 間：１３時～１７時 

     

○場 所：喜多方市保健センター 

      〒９６６－８６０１ 喜多方市字御清水東７２４４番地 

 

○対 象 者：就学前のお子さんをお持ちの保護者 

      ※相談時はお子さんも同席してください。 

 

○申込方法：希望される方は相談日の３週間前までに電話で北塩原村保健 

センターにご連絡ください。 

      ※完全予約制となります。事前の連絡がないと実施できませ

んので、ご注意ください。 

       また、人数に制限（１日４組程度）があるため、必ずしも

希望日に実施できるとは限りません。 

 

○問合せ先：北塩原村保健福祉課保健係（北塩原村保健センター） 

      電話 ０２４１－２８－３７３３ 

言葉が遅い、お友達とうまく遊べない、かんしゃくやこだわりがあるなど… 

お子さんの発達で気になることはありませんか。 

村では、そんな心配をお持ちの保護者やお子さんを対象に「発達観察相談会（すこや

か相談）」を喜多方市と合同で実施しております。 

 行動の理由や原因、その対処方法がわかると子育てがとても楽になります。 

 またこどもの発達は、周囲のかかわり方や環境を整えることで大きく変わります。 

 相談会を希望される方は完全予約制なので、事前に北塩原村保健センターにご連絡

ください。 

 

 

「発達観察相談会（すこやか相談）」のお知らせ 


